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排出量取引と県内CDM削減プロジェクト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模事業所 

・条例対象（排出抑制目
標あり：630事業所） 

中小規模事業所 
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国内排出量取引制度(環境省） 

要綱対象外 

(排出抑制計画なし） 
24万事業所 

要綱対象 
(排出抑制計画あり) 

2060事業所 

 

制度リンク 

（一定条件） 

A 低コストで削減が

可能な事業所には

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞになる    

（適切な目標 

設定が必要） 

県：斡旋・仲介・集束等ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ役 

A鉄鋼会社 B ｾﾒﾝﾄ会社 

取引 

県：目標設定ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成 

ｹｰｽ① 

異業種間共同事業 

CDM削減ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
(大企業が中小企業を 

技術・資金面で支援) 

Y食品会社 X化学会社 

削減ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ｹｰｽ③ 

ｹｰｽ② 

取引 
（検証された中小企業 

の削減量を大企業が購入） 

ｹｰｽ④ 

B 目標値等はなく、

取組が進まない可

能性あり 

 

※ 対象が多く、把握

が難しい。 

 

※ 事業所ごとの排

出量が少なく、全

体の比率も小さい

ため、取引コスト

が割高になる。 
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県内ＣＤＭ削減プロジェクトのイメージ（ケース②）

計画排出量(90)

実績排出量

基準年度排出量 400 目標年実績 360（CDM削減▲10）

目標排出量(180)

実績排出量

▲10

▲10 ▲10

排出量の移転
▲10（▲5×2事業所)

基準年度 目標年度

基準年度 自社削減 目標との差 CDM削減 排出量移転 移転後 達成
大規模事業所 ２００ － １０ ＝１９０（＋１０） －１０ ＝ １８０ ◎
中小規模事業所① １００ － １０ ＝ ９０（± ０）－ ５ ＝ ８５ （▲ ５） ＝ ９０ ◎
中小規模事業所② １００ － １０ ＝ ９０（± ０）－ ５ ＝ ８５ （▲ ５） ＝ ９０ ◎

自社削減

中小規模事業所

100 100

200

大規模事業所

超過分

自社削減

85 85
移転後の排出量

90 90

85

10
190
180

190

CDM削減量90 905 5
▲10 ▲10

▲5 ▲5
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県内取引制度の流れ（県内CDM方式）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加事業所
（支援事業所）

条例対象事業所 約630
（原油換算1,500kL以上）
まずは､大規模事業所）約200
（原油換算3,000kL以上）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加事業所
（排出削減事業所）

中小事業所(要綱対象)約2060
（大気汚染防止法対象）
将来要綱対象外事業所へ拡大

第３者運営機関

③削減ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
計画書の共同作成

③削減ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
計画書の共同作成

⑥排出削減を実施
(省ｴﾈ設備の導入等)

中小事業所

資金・技術協力支援

条例の措
置結果報
告(排出
削減分に
反映)

削減量の取得

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾏｯﾁﾝｸﾞ
①参加者の登録
（基本情報の提出）

・支援可能内容（大）
・支援要望内容（中小）
・自己削減状況（中小）

②参加者のﾏｯﾁﾝｸﾞ

＊外部検証可

＊外部検証可

排出量の移転 排出量の移転⑦削減量の審査/検証＊

⑧排出量の移転登録

大規模事業所

④承認／検証＊

⑤ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの登録
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制度検討の進め方

環境審議会への諮問（答申）

「排出削減方策検討会
（仮称）」設置

（７，９，１１月）

○制度設計の検討 ○試行

次期推進計画新兵庫県地球温暖化防止推進計画（H18.7改訂）

H20 H21 H22 H23～

第１段階（親子会社連携等）

県条例排出抑制計画 次期抑制計画

第２段階（参加企業拡大等）

制度
立ち上げ

○制度の本格運用
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